
会員 

会員を希望される方は 

・ 原則６０歳以上の健康で働く意欲のある方 

・ シルバー人材センターの趣旨に賛同した方 

・ 入会説明会を受け、入会申込書を提出した方 

（理事会の入会承認が必要です。） 

・ 定められた会費を納入した方 

会員がシルバー人材センターで働く場合は 

・ 会員は、「自主・自立、共働・共助」の理念のもとに、自分の体力・能力、希望に応じて働くこと

ができます。 

・ 会員は、シルバー人材センターから、請負又は委任の形式により仕事を引き受けます。 

・ 会員は、公平な就業機会を得るために、通常ローテションにより就業します。 

・ 会員は、引き受けた仕事を完成又は遂行し、その仕事の内容によって配分金を受け取りま

す。 

就業規約とシルバー保険 

・ 会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規

約（約束ごと）があります。 

・ センターから提供された仕事は、雇用ではないので労働関係法規（労災保険等）は適用さ

れません。万一事故などが発生した場合は、シルバー傷害保険等（傷害・賠償責任）で対応

します。 

発注者 

仕事を出す方々 （ 家庭 ・ 事務所 ・ 公共団体等 ） 

仕事の発注にあたって 

１ 公共的、公益的な団体ですので、安心して仕事をお任せいただけます。また、収益を目的に

していないので一般的に割安でお引き受けできます。 

２ センターは、雇用や人材派遣とは異なり、請負又は委任契約によって仕事をお引き受けす

るものです。 

・ 仕事はセンターが責任を持って完成又は遂行いたします。 

・ 会員は、臨時的かつ短期的な就業を条件にしていますので、ひとりの会員が長期にわたる

就業はしておりません。ただし、特別な知識、技能を必要とする仕事については、継続的に

就業することもできます。 

・ 事務所の社員と混在して就業することや、発注者の指揮命令の下で就業する仕事は、お引

き受けしておりません。 
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３ 代金は、契約に基づきセンターに支払っていただきますが、賃金や給与ではありませんの

で、外注費・委託費でお支払ください。 

４ 高齢者の就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事、損害賠償が多額となること

が見込まれる仕事は、お引き受けしておりません。 

５ 請負又委任になじめない仕事は、無料職業紹介事業や労働者派遣事業で扱うことができ

ます。 

シルバー人材センターとは 

元気で働くことにより、地域社会とのふれあいを高め、いきいきとした生活を楽しむための

システムです。 

・ 高齢者にふさわしい仕事を家庭・事業所・公共団体等から引き受け、会員に提供する都道府

県知事許可の公益法人です。 

・ 自主的な会員組織です。会員は自分たちで役員を選び、組織や事業の運営に参画します。 

・ 会員が働いた仕事の内容に応じて「配分金」を支払います。就業や収入の保障はありませ

んが、各人の希望と能力に応じた働き方ができます。 

・ 会員の技能、技術を高めるため各種の講習（シニアワークプログラム等）を実施していま

す。 

請負・委任に基づく就業 

受託事業における発注者とセンターは請負又は委任の契約の当事者になりますが、発注

者と会員との関係は、センターを通じてのみ結ばれることになり、両者の間には雇用関係は

もちろんのこと、請負又は委任の関係も直接には発生しません。したがって、会員は、雇用関

係が存在することを前提とした労働関係諸法規（労働基準法等）の適用はなく、健康保険、

厚生年金保険も適用になりません。 

ボランティア活動 

センターでは、地域社会への貢献を実現する方策の一環として、またセンターの存在を広

く地域社会に周知する普及啓発活動を兼ねて、ボランティア活動を組織的に実施していま

す。これはセンターが主催し、その趣旨に賛同した会員が自由に参加する形態となっていま

すが、内容は駅前広場や公共施設の一斉清掃、空き地の除草、道路わきの植え込みの剪定

等様々です。 

  実施に当たっては、地域の実態をよく勘案すること、また高齢者である会員に過大な負担

がかからないような工夫が必要となります。 
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